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新型コロナウイルス感染症対策のガイドライン撤廃について 

 

 

現在社内でスタッフに対して定めている「新型コロナウイルス感染症対策のガイドライン」

を、令和 5 年 5 月 8 日から季節性インフルエンザ等と同等の 5 類感染症に位置づけられる

ため撤廃とすることになりました。 

尚、今後は厚生労働省が定める方針に沿って対応してまいりますので、引続き皆様のご理解

ご協力お願いいたします。 

 

【厚生労働省】 → https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html 
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